
 

令和 2 年 12 月 4 日 
 

 
 学生の皆様 
 

教育推進部門長 川市 正史 
 

大阪府の医療非常事態宣言発令に伴う授業の履修等の取扱いについて 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、12 月 3 日付けで大阪府から医療非常事態宣
言が発令され、同府民に対して「12月１5日まで、できる限り、不要不急の外出を控え
てください。」との要請が出されました。 
ついては、本学としては登校停止とはしませんが、大阪府に在住、又は、大阪府を経

由して本学に通学する学生については、実情に応じ、同宣言発令中の授業の履修に関し
てはオンライン授業又はアーカイブ授業による受講の相談を講義担当教員に申し出てく
ださい。 
また、研究室の活動に関しても、同様に研究室の教員に相談してください。 
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